
 

 

 

 

 

   

 

    

 

 

 

 

 

外国人留学生の米国税務関連事項 

 

F-1 または J-1 ビザを保持している在米留学生、学者が米国で確定申告を行う必要があるか、どうや

って確定申告するか、よくわからない人は少なくありません。本稿では、外国人留学生、学者の米国

での税務関連事項について説明します。 

 

米国内国歳入庁（IRS）の規定に基づき、米国滞在期間が 5 年未満である外国人学生（F-1 ビザ）、学

者（J-1 ビザ）は収入がなくても、毎年 IRS に Form 8843 を提出することで外国人非居住者（Non-

Resident Alien）の身分であることを声明する必要があります。Form 8843 を適正に提出していない場

合、今後の米国のビザ申請、留学または移民申請に影響はあるかもしれません。 

 

CPT を通じて校外で就業している外国人留学生は、雇用主からの Form W-2 を受け取ります。学校

によって雇用され、あるいは奨学金を受給する場合、当該外国人留学生は学校からのフォーム

1042-S を受け取ります。 

 

外国人非居住者である外国人留学生は、IRS に Form 8843 及び Form 1040NR を提出する必要があ

ります（適用される場合、Form W-2・1042-S の添付が必要）。Form 8843 と Form 1040NR の提出期

限は毎年 4 月 15 日までです。 

 

F-1 ビザを保持している外国人留学生は、米国に 5 年間以上滞在し、かつ実質滞在テストを満たす

場合、納税の身分が外国人居住者（Resident Alien）となります。IRS は当該身分の納税者に対して、

全世界所得に対し所得税を課税します。 

 

納税身分が外国人居住者である外国人留学生にとっては、IRS に Form 1040 を提出する必要があり

ます（適用される場合、Form W-2 の添付が必要）。Form 8843 と Form 1040 の提出期限は毎年 4 月

15 日までです。 

 

 

 

 

もっと詳細な情報や支援をご希望の場合は、下記のお問い合わせをご利用になってください。  

メール：info@kaizencpa.com,  

固定電話： +852 2341 1444   

携帯電話： +852 5616 4140、+86 152 1943 4614 

ライン・WhatsApp・Wechat： +852 5616 4140  

Skype: kaizencpa 

公式ウェブサイト：www.kaizencpa.com 
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